
自己説明・公表書式（案）

※当協会が定める規則等のうち、公開可能なものについては、次のページにて公開している。https://www.nara-sports.or.jp

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整備

すること

①法人の運営に関して必要となる一般的

な規程を整備しているか

定款をはじめ、各種規程(評議員会運営規程、理事会運営規程、専門委員会規程、加盟団体及び賛助

会員に関する規程等）を整備している。

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（1）団体及びその役職員その他構成員が

適用対象となる法令を遵守するために必

要な規程を整備すること

〈ア〉理事・監事、評議員、専門委員会委員、スポーツ少年団本部長・副本部長・本部員及び事務

局職員については、倫理規程第3条及び第4条に「基本的職務」「遵守事項」を、同第６条で違反し

た際の対処等について定めている。

〈イ〉加盟団体に対しては、奈良県スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドラインを

示している。

最終更新日：令和８年３月３１日

公益財団法人奈良県スポーツ協会　スポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況について

原則 自己説明項目 自己説明

［原則1］組織運営等に関する基

本計画を策定し公表すべきである

（1）組織運営に関する中長期基本計画を

策定し公表すること

〈ア〉当協会は、スポーツを巡る時代の変化に対応し、本県のスポーツを総合的に推進する団体とし

てその中心的な役割を担うため、県との緊密な協力体制のもと、関係団体や関係機関との連携・協

力を図りながら、各種スポーツ振興事業を推進している。 

〈イ〉当協会としての中・長期計画に類するものはないが、本県のスポーツを総合的に推進するため

、県との緊密な協力体制のもと、奈良県が策定・公表している「奈良県スポーツ推進計画」に沿って

、その実現に取り組んでいる。

〈ウ〉短期的には、毎年度の事業計画及び事業報告は理事会・評議委員会に諮り、ホームページで公

表している。

〈エ〉５年後に奈良県での国民スポーツ大会開催を控えて、今後当協会として中長期的に果たすべき

役割について  、改めて検討していく。
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原則 自己説明項目 自己説明

［原則5］コンプライアンス強化

のための教育を実施すべきである

（1）役職員向けのコンプライアンス教育

を実施すること

理事会及び評議員会の機会を捉えて、役職員向けにコンプライアンスに関して情報提供を行った。

今後も、様々な機会を通じて、コンプライアンス及びガバナンス、インテグリティとの関係、さらに

は「NOスポハラ」も踏まえた強化を図っていく。

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整備

すること

⑤財政的基盤を整えるための規程を整備

しているか

〈ア〉奈良県スポーツ少年団登録規程第3条及び同施行規則第2条において、登録者の範囲・手続等

の必要事項に関する規則を定めている。

〈イ〉加盟団体及び賛助会員に関する規程第３条において加盟団体の年次分担金に関する事項を定め

ている。

〈ウ〉寄付金等取扱規程において、受入れの手続きについて規定している。

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（3）代表選手の公平かつ合理的な選考に

関する規程その他選手の権利保護に関す

る規程を整備すること

　国民スポーツ大会の代表選手の選考については、各競技団体の選考基準により選考された代表選

手について、当協会に於いて国スポ実施要項による大会参加資格審査の後、代表選手を決定し、理

事会に報告している。

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整備

すること

③法人の役職員の報酬等に関する規程を

整備しているか

「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」及び「人事給与規程」「嘱託職員取扱規程」を整

備している。

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整備

すること

④法人の財産に関する規程を整備してい

るか

定款第4章（第11～15条）において、資産・会計について定めている他、各種規程（会計処理規程、

寄付金等取扱規程、特定資産等取扱規程等）を整備している。

［原則3］組織運営等に必要な規

程を整備すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整備

すること

②法人の業務に関する規程を整備してい

るか

各種規程（事務局規程、会計処理規程等）を整備している。
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原則 自己説明項目 自己説明

［原則7］適切な情報開示を行う

べきである。

（1）財務情報等について、法令に基づく

開示を行うこと

〈ア〉法令で定められている法定備置書類（定款、事業計画書、収支予算書、事業報告、賃借対照表

、財産目録、監査報告、役員名簿、他）を事業所に常備している。

〈イ〉事業・決算報告書等を当協会ホームページで開示している。

［原則7］適切な情報開示を行う

べきである。

（2）法令に基づく開示以外の情報開示も

主体的に行うこと

① 

選手選考基準を含む選手選考に関する情

報を開示すること

　国民スポーツ大会の代表選手の選考については、各競技団体の選考基準により選考された代表選

手について、当協会に於いて国体実施要項による大会参加資格審査の後、代表選手を決定し、理事

会に報告している。

［原則6］法務、会計等の体制を

構築すべきである

（2）財務・経理の処理を適切に行い、公

正な会計原則を遵守すること

　財務会計全般について、税理士事務所と顧問契約を締結し、業務遂行上に必要がある場合には、

財務・税務等の専門的な助言を受けらける体制を整えている。

［原則6］法務、会計等の体制を

構築すべきである

（3）国庫補助金等の利用に関し、適正な

使用のために求められる法令、ガイドラ

イン等を遵守すること

〈ア〉県や助成元における要綱などの定めに沿って、適切に処理し、県や助成元における監査を受け

ている。

〈イ〉また、税理士事務所とも顧問契約を締結し、当協会の会計処理規程に基づき、適切な経理処

理行っている。

〈ウ〉さらに、役員・職員倫理規程第4条4項において補助金・助成金の処理に関する不正を禁じ、

違反した場合には必要な措置をとるものとしている。

［原則5］コンプライアンス強化

のための教育を実施すべきである

（2）選手及び指導者向けのコンプライア

ンス教育を実施すること

　奈良県スポーツ指導者研修会に於いて、毎年各テーマを設定する中でコンプライアンス教育を実施

している。ここ数年の取組テーマとして、「スポーツと法～スポーツにかかわる法的課題と指導のあ

り方を考える」、「スポーツインテグリディーを考える～スポーツの根幹を脅かす脅威～」、「体罰

についてスポーツ文化の視点から考える」、「ガバナンスコードを通じて考える、スポーツ団体の在

り方」、「運動部活動の地域連携・地域移行に関する」、「NOスポハラ」を講演項目として実施し

た。今後も定期的にコンプライアンスに関連する研修を実施していく。
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原則 自己説明項目 自己説明

［原則13］地方組織等に対する

ガバナンスの確保、コンプライア

ンスの強化等に係る指導、助言及

び支援を行うべきである。

（2）加盟団体及び地方組織等の関係団体

の運営者に対する情報提供や研修会の実

施等による支援を行うこと

〈ア〉奈良県スポーツ指導者研修会（令和７年度実績年間３回）、及びJSPO公認指導者資格更新講

習会、国民スポーツ大会各競技団体担当者会議において当協会で作成している資料を基に、「ガバナ

ンス」、「コンプライアンス」、「インテグリティ」の基本的内容についても提言を行った。　〈ウ

〉前述の事項とともに当協会のホームページにおいて、「NOスポハラ」のボードを掲げた写真をア

ップし当協会としての取組を示している。（近畿ブロック会長会議も同様）

［原則7］適切な情報開示を行う

べきである。

（2）法令に基づく開示以外の情報開示も

主体的に行うこと

② 

ガバナンスコードの遵守状況に関する情

報等を開示すること

当協会のガバナンスコード遵守状況を令和８年（2026年）3月31日に当協会ホームページで公表した

。

［原則13］地方組織等に対する

ガバナンスの確保、コンプライア

ンスの強化等に係る指導、助言及

び支援を行うべきである。

（1）加盟規程の整備等により加盟団体及

び地方組織等の関係団体との間の権限関

係を明確にするとともに、地方組織等の

組織運営及び業務執行について適切な指

導、助言及び支援を行うこと

〈ア〉定款第８条第２項に加盟団体が不適当と認められた場合の除名を規定するとともに、加盟団体

及び賛助会員に関する規程で加盟団体及び加盟手続き等を規定している。

〈イ〉奈良県スポーツ協会評議員及び役員選任規程の第２条に加盟団体より評議員候補者を推薦で

きることを規定している。

〈ウ〉奈良県スポーツ協会及び加盟団体における倫理に関するガイドラインにおいて、健全化を目指

した組織体制と健全な組織組織運営を図っていくために、Ⅰ 人道的行為に起因する事項として、1 

身体的・精神的暴力行為等について  ２身体的・精神的セクシャル・ハラスメントについて  

３アンチ・ドーピング及び薬物乱用防止について   Ⅱ不適切な経理処理に起因する事項として、Ⅰ 

経理処理について  ２ 不正行為について    

Ⅲ各種大会における代表競技選手・役員の選考などに関する事項を示している。今後も引き続き整理

を進める。
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